
不登校とは…文部科学省は「心理的、情緒的、身
体的あるいは社会的要因・背景により、学校に登
校しないあるいはしたくとも出来ない状況にあ
るために、年間 30 日以上欠席した者のうち、病
気や経済的理由による者をのぞいたもの」と定義
しています。 


